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令和６年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について（案）

※ 防衛力整備計画対象経費については、「防衛力整備計画」を踏まえ、所要の額を要求。地方交付税交付金等については、「新経済・財政再生計画」との整合性に留意しつつ要求。
義務的経費については、経済センサス等に必要な経費等の増減について加減算。

（注）上記の計数は前年度予算額であり、防衛力強化資金への繰入れ、新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費並びにウクライナ情勢経済緊急対応予備費を除い
たもの。当該経費を含めると、前年度予算額の総額は89.1兆円、義務的経費は17.1兆円。

裁量的経費に係る
削減額Ａ×３倍

裁量的経費への振替額Ｂ×３倍

自然増 0.52兆円

前年度
予算額

80.8兆円
（注）

16.4兆円
（注）

34.8兆円
（注）

14.3兆円
（注）

8.7兆円
（注）

地方交付税
交付金等 年金・医療等 裁量的経費 義務的経費

さらに、聖域を設けることなく施策・制度の抜本的見直し

裁量的経費への振替額 (＋Ｂ)

義務的経費に係る削減額（▲Ｂ）

重要政策推進枠

予算編成過程における検討事項
 物価高騰対策等を含めた重要政策については、必要に応じて、「重要政策推進枠」や事項のみの要求も含め、適切に要求・要望を行い、予算編成過程に
おいて検討。

 「こども未来戦略方針」で示された「こども・子育て支援加速化プラン」の内容の具体化の取扱いについては、予算編成過程において検討。 等

防衛力
整備計画
対象経費

6.6兆円
（注）

裁量的経費に係る削減額
（▲10％：▲Ａ）



「令和６年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」 
（令和５年７月○日閣議了解）の骨子（案） 

 
令和６年度予算は、「経済財政運営と改革の基本方針 2023」（以下「基本方針 2023」という。）、「経済財政運営と改革の基本方針 2022」及び「経

済財政運営と改革の基本方針 2021」に基づき、経済・財政一体改革を着実に推進する。ただし、重要な政策の選択肢をせばめることがあってはな
らない。歳出全般にわたり、施策の優先順位を洗い直し、無駄を徹底して排除しつつ、予算の中身を大胆に重点化する。 

 
１．要求・要望 
 
○ 年金・医療等については、前年度当初予算額に高齢化等に伴ういわゆる自然増（5,200 億円）を加算した範囲内で要求。ただし、増加額につい

て、「新経済・財政再生計画 改革工程表」に沿って着実に改革を実行していくことを含め、合理化・効率化に最大限取り組み、高齢化による増加
分に相当する伸びにおさめることを目指すこととし、その結果を令和６年度予算に反映させる。 

 
○ 「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法」第１条第３項に規定する防衛力整備計画対象経費に

ついては、「防衛力整備計画」を踏まえ、所要の額を要求。 
 
○ 地方交付税交付金等については、「新経済・財政再生計画」との整合性に留意しつつ要求。 
 
○ 義務的経費については、前年度当初予算の額の範囲内で要求。義務的経費を削減した場合には同額を裁量的経費で要求可。令和６年度の

経済センサス等に必要な経費等の増減については加減算。 
 
○ その他の経費については、前年度当初予算額の 100 分の 90（「要望基礎額」）の範囲内で要求。 
 
○ 構造的賃上げの実現、官民連携による投資の拡大、少子化対策・こども政策の抜本強化を含めた新しい資本主義の加速や防衛力の抜本的

強化を始めとした我が国を取り巻く環境変化への対応など、重要政策課題に対応する等のため、「基本方針 2023」及び「新しい資本主義のグラ
ンドデザイン及び実行計画 2023 改訂版」等を踏まえた重要な政策について、「重要政策推進枠」を措置する。 
各省大臣は、前年度当初予算におけるその他の経費に相当する額と要望基礎額の差額に 100 分の 300 を乗じた額及び義務的経費が前年

度当初予算の額を下回る場合にあっては、当該差額に 100 分の 300 を乗じた額の合計額の範囲内で要望。 
 
２．要求期限 
 
○ 要求・要望に当たっては、８月末日の期限を厳守。 
 
３．予算編成過程における検討事項 
 
○ 要求・要望について、施策・制度の抜本的見直しや各経費間の優先順位の厳しい選択を行うことにより真に必要なニーズにこたえるため精査
を行う。その上で、物価高騰対策等を含めた重要な政策については、必要に応じて、「重要政策推進枠」や事項のみの要求も含め、適切に要求・
要望を行うこととし、予算編成過程において検討を加え、「基本方針 2023」で示された方針を踏まえ措置。 

 
○ 「こども未来戦略方針」で示された「こども・子育て支援加速化プラン」の内容の具体化の取扱いについては、予算編成過程において検討。 
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令和６年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について 

（案） 

 
                   令和５年７月○日 

閣 議 了 解 

 

 

令和６年度予算は、「経済財政運営と改革の基本方針 2023」（令和

５年６月 16 日閣議決定。以下「基本方針 2023」という。）、「経済財
政運営と改革の基本方針 2022」（令和４年６月７日閣議決定）及び「経

済財政運営と改革の基本方針 2021」（令和３年６月 18 日閣議決定。

以下「基本方針 2021」という。）に基づき、経済・財政一体改革を着

実に推進する。ただし、重要な政策の選択肢をせばめることがあって

はならない。歳出全般にわたり、施策の優先順位を洗い直し、無駄を

徹底して排除しつつ、予算の中身を大胆に重点化する。 
これらを踏まえ、令和６年度予算の概算要求については、具体的に

は下記により行う。 

記 

 

１．要求・要望について 

 
各省大臣は、以下に規定する額について適正に積算を行い、要

求・要望を行う。 

 

(1) 年金・医療等に係る経費 

年金・医療等に係る経費については、前年度当初予算における

年金・医療等に係る経費に相当する額に高齢化等に伴ういわゆる
自然増として 5,200 億円を加算した額の範囲内において、要求

する。 

なお、上記増加額について、平成 25 年度予算から前年度当初

予算までと同様、経済再生やこれまでの改革等の効果を引き続き

適切に見込むとともに、年金・医療等に係る経費について、「新

経済・財政再生計画 改革工程表」に沿って着実に改革を実行し
ていくことを含め、合理化・効率化に最大限取り組み、「基本方

針 2021」等における「新経済・財政再生計画」において示された

「社会保障関係費については、基盤強化期間においてその実質的

な増加を高齢化による増加分に相当する伸びにおさめることを
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目指す方針とされていること、経済・物価動向等を踏まえ、その

方針を継続する」との考え方を踏まえつつ、その結果を令和６年

度予算に反映させることとする。 
 

(注)年金・医療等に係る経費については、補充費途として指定さ

れている経費等に限る。以下同じ。 

 

(2) 防衛力整備計画対象経費 

「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確
保に関する特別措置法」（令和５年法律第 69 号）第１条第３項に

規定する防衛力整備計画対象経費については、「防衛力整備計画」

（令和４年 12 月 16 日国家安全保障会議決定及び閣議決定）を

踏まえ、所要の額を要求する。 

 

(3) 地方交付税交付金等 
地方交付税交付金及び地方特例交付金の合計額については、

「新経済・財政再生計画」との整合性に留意しつつ、要求する。 

 

(4) 義務的経費 

以下の(イ)ないし(へ)及び(注 1)ないし(注 4)に掲げる経費

（上記(1)ないし(3)に掲げる経費に相当する額を除く。以下「義
務的経費」という。）については、前年度当初予算における各経

費の合計額に相当する額の範囲内において、義務的性格の根拠を

明示の上、要求する。なお、(ホ)及び(へ)の額については、今後

の状況を踏まえ、予算編成過程において検討し、必要な措置を講

ずる。 

 
(イ) 補充費途として指定されている経費 

(ロ) 人件費 

(ハ) 法令等により支出義務が定められた経費等の補充費途に

準ずる経費（前年度当初予算におけるエネルギー対策特別会

計への繰入れ等及びその他施設費を除く。） 

(ニ) 国家機関費（一般行政経費を除く。）に係る国庫債務負担
行為予算額 

(ホ) 「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の

確保に関する特別措置法」第８条第１項に規定する一般会計

から防衛力強化資金への繰入金 



3 

 

(へ) 予備費（新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高

騰対策予備費並びにウクライナ情勢経済緊急対応予備費を

含む。） 
 

(注 1)人件費に係る平年度化等の増減及び令和６年度の経済セ

ンサス等に必要な経費の増、広島サミットの開催に必要な経

費の減等の増減については、上記の額に加減算する。 

 

(注 2)国際観光旅客税を財源とする経費に係る要求については、
「国際観光旅客税の使途に関する基本方針等について」（令和

４年 12 月 23 日観光立国推進閣僚会議決定）に基づいて対応

する。 

 

(注 3)Ｂ型肝炎ウイルス感染者に対する給付金等の支給に係る

経費については、「特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支
給に関する特別措置法」（平成 23 年法律第 126 号）等を踏ま

え、既定の方針に従って所要の額を要求する。 

 

(注 4)旧軍人遺族等恩給費等については、前年度当初予算におけ

る旧軍人遺族等恩給費等に相当する額から受給者の減等に伴

う減額を減算した額の範囲内において、要求する。 
 

   なお、義務的経費についても、定員管理の徹底も含め、聖域を

設けることなく、制度の根幹にまで踏み込んだ抜本的な見直し

を行い、可能な限り歳出の抑制を図る。 

 

(5) 東日本大震災からの復興対策に係る経費 
東日本大震災からの復興対策については、引き続き、復興のス

テージの進展に応じて、既存の事業の成果等を検証しつつ、効率

化を進め、被災地の復興のために真に必要な事業に重点化する。 

一般会計から東日本大震災復興特別会計への繰入れについて

は、財務大臣が、既定の方針に従って所要額を要求する。 

 
(6) その他の経費 

一般歳出のうち、上記(1)、(2)、(4)及び(5)に掲げる経費を除

く経費（以下「その他の経費」という。）については、既定の歳

出を見直し、前年度当初予算におけるその他の経費に相当する額
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に 100 分の 90 を乗じた額（以下「要望基礎額」という。）の範囲

内で要求する。 

 
(注 1)石油石炭税及び電源開発促進税の税収見込額と前年度当

初予算におけるエネルギー対策特別会計への繰入額相当額と

の差額等については上記の額に加算する。 

 

(注 2)年金・医療等に係る経費と(2)ないし(6)に掲げる経費につ

いては、両経費の性質が異なることから、両経費間での調整
は行わない。ただし、各経費において、恒久的な削減を行っ

たものとして、財務大臣が認める場合には、両経費間で調整

をすることができる。また、調整を認めるに当たっては、今

後の各経費の増加の見込みも勘案する。 

 

(注 3)公共事業関係費等に関する地域に係る一括計上分につい
ては、関係する大臣において調整を行う。 

 

(注 4)義務的経費（(4)(注 1)ないし(注 4)の規定に基づき加減算

が認められている経費（人件費を除く。）及び既存債務の支払

いに係る経費を除く。）及びその他の経費（(6)(注 1)の規定

に基づき加減算が認められている経費を除く。）の要求額につ
いては、その合計額の範囲内において、各経費間で所要の調

整をすることができる。 

 

(7) 重要政策推進枠 

令和６年度予算においては、構造的賃上げの実現、官民連携に

よる投資の拡大、少子化対策・こども政策の抜本強化を含めた新
しい資本主義の加速や防衛力の抜本的強化を始めとした我が国

を取り巻く環境変化への対応（(2)によるものを除き、「基本方針

2023」の第３章１（１）で示された「４つの分野における取組」

を含む。）など、重要政策課題に対応する等のため、「基本方針

2023」及び「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画

2023 改訂版」（令和５年６月 16 日閣議決定）等を踏まえた重要
な政策について、「重要政策推進枠」を措置する。 

このため、各省大臣は、(1)ないし(6)とは別途、前年度当初予

算におけるその他の経費に相当する額と要望基礎額の差額に

100 分の 300 を乗じた額及び義務的経費が(4)に規定する額を下
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回る場合にあっては、当該差額に 100 分の 300 を乗じた額の合

計額の範囲内で要望を行うことができる。 

「重要政策推進枠」においては、各府省庁は、歳出改革の反映
に取り組み、改革の効果に関する定量的試算・エビデンスを明ら

かにする。 

 

(8) 行政事業レビュー 

上記の要求・要望に当たって、各省大臣は、「行政事業レビュ

ーの実施等について」（平成 25 年４月５日閣議決定）に沿って、
各府省庁における行政事業レビューの結果を適切に反映し、実

効性あるＰＤＣＡを推進する。 

具体的には、「廃止」や「事業全体の抜本的な改善」、「事業内

容の一部改善」と結論づけられた事業について、その結論を的確

に反映するとともに、類似の事業を含め、他の事業についても、

「令和４年秋の年次公開検証等の取りまとめ」（令和４年 12 月
21 日行政改革推進会議）の趣旨等を踏まえ、既存事業の実績や

効果を効率性、有効性等の観点から徹底検証して見直した上で

要求・要望を行う。 

 

２．要求期限等 

 
上記による要求・要望に当たっては、８月末日の期限を厳守する。 

なお、やむを得ない事情により、この期限後に追加要求・要望を

提出せざるを得ない場合であっても、上記に従って算出される額

の範囲内とする。 

 

３．予算編成過程における検討事項 
 

(1) 予算編成過程においては、各省大臣の要求・要望について、施

策の安定性・継続性にも留意しつつ、施策・制度の抜本的見直し

や各経費間の優先順位の厳しい選択を行うことにより真に必要

なニーズにこたえるため精査を行う。構造変化を促すインセン

ティブ・仕組みの構築や公的部門の産業化、見える化を図るとと
もに、個々の予算を効果的・効率的なものとし、成果の検証の強

化を進める。加えて、デジタル社会に対応した次世代型行政サー

ビスへの改革の実現に向けて、経済波及効果や質・効率の高い行
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財政改革を徹底する。当初予算のみならず、補正予算も一体とし

て、「基本方針 2023」等に沿って歳出改革の取組を進める。 

 
(2) その上で、物価高騰対策等を含めた重要な政策（１(7)の「重

要な政策」を含む。）については、必要に応じて、「重要政策推進

枠」や事項のみの要求も含め、適切に要求・要望を行うこととし、

予算編成過程において検討を加え、「基本方針 2023」で示された

「令和６年度予算において、本方針、骨太方針 2022及び骨太方

針 2021 に基づき、経済・財政一体改革を着実に推進する。ただ
し、重要な政策の選択肢をせばめることがあってはならない」と

の方針を踏まえ措置する。 

 

(3) 「新経済・財政再生計画」で示された「真に必要な財政需要の

増加に対応するため、制度改革により恒久的な歳入増を確保す

る場合、歳出改革の取組に当たって考慮する」との方針を踏まえ
た対応については、予算編成過程において検討する。 

 

(4) 「沖縄に関する特別行動委員会の最終報告に盛り込まれた措

置の実施の促進について」（平成８年 12 月３日閣議決定）に基づ

く沖縄関連の措置に係る経費、「平成十年度における財政運営の

ための公債の発行の特例等に関する法律」（平成 10 年法律第 35
号）等に基づく厚生年金保険事業に係る国庫負担の繰入れに必

要な経費等の令和６年度における取扱いについては、予算編成

過程において検討する。 

また、「在日米軍の兵力構成見直し等に関する政府の取組につ

いて」（平成 18 年５月 30 日閣議決定）及び「平成 22 年５月 28

日に日米安全保障協議委員会において承認された事項に関する
当面の政府の取組について」（平成 22 年５月 28日閣議決定）に

基づく再編関連措置に関する防衛関係費に係る経費の令和６年

度における取扱いについては、防衛関係費の更なる合理化・効率

化を行ってもなお、地元の負担軽減に資する措置の的確かつ迅

速な実施に支障が生じると見込まれる場合は、予算編成過程に

おいて検討し、必要な措置を講ずる。 
 

(5) 消費税率引上げとあわせ行う増（これまで定められていた社

会保障の充実及び「新しい経済政策パッケージ」（平成 29 年 12

月８日閣議決定）で示された「教育負担の軽減・子育て層支援・
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介護人材の確保」をいう。）については、前年度当初予算の例に

基づき所要の額を要求するものとし、その取扱いについては、

「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関
する法律」（平成 25 年法律第 112号）第 28条に規定する消費税

の収入、地方消費税の収入並びに社会保障の給付の重点化及び

制度の運営の効率化の動向を踏まえ、予算編成過程において検

討する。 

 

(6) 「こども未来戦略方針」（令和５年６月 13 日閣議決定）で示さ
れた「こども・子育て支援加速化プラン」の内容の具体化の取扱

いについては、予算編成過程において検討する。 
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